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生活習慣病管理料（Ⅰ）（月１回）
脂質異常症を主病とする場合 ６１０点
高血圧症を主病とする場合 ６６０点
糖尿病を主病とする場合 ７６０点
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① 脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、患者の同意を得て治療計画を
策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合算定。
→療養計画書について、概ね４月に１回以上は交付

② 糖尿病を主病とする場合にあっては、 Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料を算定しているとき
は、算定できない。

③ Ａ０００初診料を算定した日の属する月においては、 本管理料は算定しない。

【包括される項目】

・外来管理加算（生活習慣病算定当日に限る）
・医学管理等
（Ｂ００１ 20糖尿病合併症管理料、Ｂ００１ 22がん性疼痛緩和指導管理料、
Ｂ００１ 24外来緩和ケア管理料、Ｂ００１ 27糖尿病透析予防指導管理料、
Ｂ００１ 37慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。）

・検査
・注射
・病理診断
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署名が必要です！

療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、
患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確
認し、その旨を療養計画書に記載した場合につい
ては、患者署名を省略して差し支えない。
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【生活習慣病管理料（Ⅰ）加算】

加算 点数 備考

血糖自己測定指導加算 ５００点

年１回
糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であっ
てインスリン製剤を使用していないものに限る。）
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場
合

外来データ提出加算 ５０点
生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関す
るデータを継続して厚生労働省に提出している場合

届出

糖尿病の患者について
患者の状態に応じて、年１回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、糖尿病
の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することにつ
いて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者
から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。

【院内掲示】



生活習慣病管理料（Ⅱ） ３３３点（月１回）
情報通信機器を用いた場合 290点
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① 脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者に対して、患者の同意を得て治療計画を
策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合算定。
→療養計画書について、概ね４月に１回以上は交付

② 糖尿病を主病とする場合にあっては、 Ｃ１０１在宅自己注射指導管理料を算定しているとき
は、算定できない。

③ Ａ０００初診料を算定した日の属する月においては、 本管理料は算定しない。
④ Ｂ００１－３生活習慣病管理料（ ）を算定した日の属する月から起算して６月以内の期間

においては、生活習慣病管理料（ ）は、算定できない。

【包括される項目】
・外来管理加算（生活習慣病算定当日に限る）
・医学管理等
（Ｂ００１ ９外来栄養食事指導料、Ｂ００１ 11集団栄養食事指導料、Ｂ００１ 20糖尿病合併症
管理料、Ｂ００１ 22がん性疼痛緩和指導管理料、Ｂ００１ 24外来緩和ケア管理料、Ｂ００１
27糖尿病透析予防指導管理料、Ｂ００１ 37慢性腎臓病透析予防指導管理料、Ｂ００１－３－２
ニコチン依存症管理料、Ｂ００１－９療養・就労両立支援指導料、Ｂ００５ 14プログラム医療
機器等指導管理料、Ｂ００９診療情報提供料（Ⅰ）、Ｂ００９－２電子的診療情報評価料、
Ｂ０１０ 診療情報提供料（Ⅱ）、Ｂ０１ ０－２診療情報連携共有料、Ｂ０１１連携強化診療
情報提供料及びＢ０１１－３薬剤情報提供料を除く。）
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【生活習慣病管理料（Ⅱ）加算】

加算 点数 備考

血糖自己測定指導加算 ５００点

年１回
糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であっ
てインスリン製剤を使用していないものに限る。）
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場
合

外来データ提出加算 ５０点
生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関す
るデータを継続して厚生労働省に提出している場合

届出

糖尿病の患者について
患者の状態に応じて、年１回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、歯周病
の診断と治療のため、歯科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと。

患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することにつ
いて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者
から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応を行うこと。

【院内掲示】
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